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再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画書（全体計画書） 

（事業計画の概要） 

計画の名称 栃木県地域環境保全基金事業計画 

事業の実施期間 平成 25 年度～平成 27 年度 交付対象 栃木県、市町村、民間事業者 

各種計画への位置づけ、その名称等  

本県における再生可能エネルギーに関する各種計画への位置づけは下記のとおりである。本基金の活用により、災害対策本部・避難所などの防災拠点とな

る公共施設に重点をおいて再生可能エネルギーの導入を進めることにより、「災害に強く、低炭素な地域づくり」を目指していく。 

 

（１）とちぎ環境立県戦略（平成２１年１１月策定）  

  ・人と地球にやさしい“エコとちぎ”づくりに向け、県民総ぐるみで環境問題に対応するための道筋を示したもの 

  ・本戦略では、再生可能エネルギーに関する県の「リーディングプロジェクト」として次の二つを位置づけている。 

  ①「とちぎサンシャイン」プロジェクト 

   ・晴天率が高く、冬季の日照時間が長い栃木県の特性を活かし、太陽光発電システムの普及拡大を図る。 

     ○県庁メガソーラーの推進（県が率先して県有施設や県立学校に太陽光発電システムを導入） 

    ②「とちぎの水・バイオマス」活用プロジェクト 

     ・農林業が盛んな栃木県に豊富に存在する水力やバイオマスなどの自然エネルギーの利活用を積極的に進める。 

       ○マイクロ水力発電施設の設置推進 

       ○バイオマスエネルギーの利活用の推進（森林バイオマスとして、製材残材や間伐材などの有効利用を進める。） 

  ・また、「１０年後の“エコ”とちぎのイメージ」として、「太陽光や水力、森林などの資源を活かした地産地消の環境にやさしいエネルギーの利用が進

み」、「太陽光発電設備の導入量が、現在の２０倍に拡大している」ことを目標としている。 

    （現状）設備容量 約２９千ｋＷ   （効果）約３２万トンの二酸化炭素を削減 

 

（２）栃木県環境基本計画（平成２３年３月策定：計画期間 平成２３年度～平成２７年度） 

  ・栃木県環境基本条例第１０条に定める環境の保全に関する基本的な計画 

   ・本計画では、「再生可能エネルギーの利活用の促進」を重点的な取組に位置づけ、県が取り組むべき主な施策として、「太陽光発電システムや大気熱利

用設備の普及促進」、「温泉熱、バイオマスの利活用の促進」を掲げている。 

    （指標） 太陽光発電システムの設備容量  （Ｈ２１）５６千ｋＷ →（Ｈ２７）３４０千ｋＷ  

 

（３）栃木県地球温暖化対策実行計画（平成２３年３月策定：計画期間 平成２３年度～平成２７年度） 

  ・地球温暖化対策推進法第２０条の３に基づく地方公共団体実行計画  

・本計画では、再生可能エネルギーの利活用を進めるための重点プロジェクトとして「太陽光発電利活用」、「小水力・バイオマス利活用」、「大気中の熱・

温泉熱利活用」の３つを位置づけている。 

・「太陽光発電利活用プロジェクト」においては、「県自らも率先的に導入し、太陽発電システムの利活用を推進」し、具体的な取組として、「災害時の

防災拠点となる施設（学校や公共施設等）への率先導入」のほか、「住宅や事業場等への太陽光発電システムの普及促進」を図っていくとしており、

地球温暖化対策とともに災害に強い地域づくりを推進している。 

（指標） 太陽光発電システムの設備容量  （Ｈ２１）５６千ｋＷ →（Ｈ２７）３４０千ｋＷ  



 

（４）栃木県地域防災計画（平成２４年１０月１日修正） 

  ・本計画においては、「第１６節防災拠点の整備」において「大規模震災発生時における迅速かつ的確な災害応急対策を実施するため、消火、救出・救

助活動、物資輸送活動、医療活動等において重要な役割を担う防災拠点を、関係機関との連携を図りながら計画的に整備していく。」としている。 

  ・東日本大震災を受けて、昨年７月から計画の見直しを行い、新たに「再生可能エネルギーの利活用促進」の項目を追加し、「防災拠点等への導入促進

を図り、災害に強い地域作りを推進する」として位置づけたところである。（平成２４年１０月） 

  ・地域防災計画では、下記を防災拠点として定めており、これらの施設に重点的に再生可能エネルギーを導入していく。 

 

       （ア）県災害対策本部（県本庁舎）・支部（地方合同庁舎：８施設） 

   災害対策    （イ）市町災害対策本部（市町庁舎：２６施設） 

防災拠点    活動拠点   （ウ）広域災害対策活動拠点（大規模公園等：８施設） 

（エ）地域災害対策活動拠点（とちぎ福祉プラザ、県立高等学校：６１施設） 

（オ）広域物流拠点（道の駅・高速自動車道路のＳＡ・倉庫業者の倉庫・トラックターミナル等） 

災害拠点病院（９病院） 

 

（５）市町地域防災計画 

  ・本県では、全市町（２６市町）において地域防災計画を策定し、庁舎や学校等を災害時の防災拠点や避難所等に指定している。 

  ・東日本大震災を受けて、ほとんどの市町が本計画の見直し作業を行っており、その中で防災拠点や避難所への再生可能エネルギーや蓄電池の導入推進

について位置づけることを検討している。 

 

  



 

（各種計画の相関図） 
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防 災 再生可能エネルギー 

（２）栃木県環境基本計画 

・栃木県環境基本条例に基づく、県の環境保

全に関する基本的かつ総合的な計画 

（計画期間：平成２３年度～平成２７年度） 

（１）とちぎ環境立県戦略 

 

・“エコとちぎ”の実現に向

けて、県民総ぐるみで地域か

ら積極的に地球温暖化対策

などの環境問題に対応する

ための道筋を示すもの 

（策定：平成２１年１１月） 

（４）栃木県地域防災計画 

・災害対策基本法第４０条の規定

に基づき栃木県防災会議が策

定する計画 

・県、市町、防災関係機関等がと

るべき各種災害に係る災害対

策の基本的事項を定める 

・市町村地域防災計画の指針 

（平成２４年１０月１日修正） 

    

環 境 

連携 

（３）栃木県地球温暖化対策実行計画 

 

・地球温暖化対策推進法第 20条の３に基づ

く地方公共団体実行計画  

・①の部門計画であり、③を具体化したもの 

・平成１３年に策定した「栃木県地域新エネ

ルギービジョン」を包含した計画 

（計画期間：平成２３年度～平成２７年度） 

 （５）市町地域防災計画 

・災害対策基本法第４２条に基

づき市町村が策定する計画 

・全市町で策定 

※東日本大震災を踏まえ見直

し中。 



計画の概要 

〇現状分析 

  ・本県は、東日本大震災により、人的被害・住家被害はもとより、停電（最大約５７万世帯）や断水（最大約６万世帯）などライフラインにも甚大な影響

を受け、避難所の設置は全市町で最大１４８箇所にも上った。県内２６市町のうち、１２市町が特定被災地方公共団体、１７市町が特定被災区域の指定

を受けている状況である。 

  ・これまで、県内の電力の約８割を福島第一、第二原子力発電所から供給されている状況であった（出典：東京電力）ため、震災と原発事故を契機として、

エネルギーの多様化、自立・分散型エネルギーの必要性を再認識したところである。 

  ・本県には、豊富な森林や水資源、冬季の長い日照時間等の自然的な特性や、産業の集積や農業生産等の社会的な特性など、再生可能エネルギーとして利

活用可能な地域の資源が豊富にありながら、電力自給率は約６％（平成２１年度）程度にとどまっている。 

 

       県内の再生可能エネルギーの賦存量・利用可能量等（平成２２年度調査） 

エネルギー種別 
賦存量 

（GJ/年） 

利用可能量 

（GJ/年） 

CO2 削減量 

（tCO2/年） 
備 考 

太陽光 28,435,563,487  33,342,830 3,000,855 県内電力消費量の 55％ 

小水力 3,625,316 2,957,571 266,181    〃    4.8％ 

風力 102,086,095 33,321 2,999    〃     0.1％ 

木質バイオマス 12,088,469 2,790,702 251,163    〃    4.6％ 

温度差（温泉熱） 4,250,340 3,632,857 326,957    〃    5.9％ 

※備考は、平成 21 年度における県内電力消費量（61,219TJ/年）に対する利用可能量の割合 

  

 ・これまで、平成２１年度に造成されたグリーンニューディール基金の活用等により、公共施設や民間施設への再生可能エネルギーの導入を進めてきた。 

 ・当該基金では、庁舎等公共施設７箇所に太陽光発電１００ｋＷ、一般住宅５，４３１軒に太陽光発電２１，６３３ｋＷが導入されるなど、導入量の増加

に大きな効果があったところである。 

 ・震災以降は、特に、再生可能エネルギーの導入拡大が急務となったことから、平成２３年４月に設置した「栃木県震災対策復興推進本部」を中心に、災

害に強い地域づくりの一環として、再生可能エネルギーの飛躍的導入拡大に向け全庁を挙げて取り組んでいる。 

 ・また、平成２４年度に造成されたグリーンニューディール基金を活用し、平成２４年度より防災拠点への再生可能エネルギー等の導入を進めている。 

・上記表に記載のとおり、本県の風力は、利用可能量がかなり尐なく安定した発電が難しいと考えられることから、本県で利用可能量が多い次の４つの再

生可能エネルギーを中心に目標を設定するなど積極的に導入促進を図り、エネルギーの地産地消を推進している。 

 

   Ａ 太陽光 

    ▼ 導入目標 平成２７年度：３４万ｋＷ 平成３２年度：５８万ｋＷ（平成２４年度末現在：１８．０万ｋＷ） 

     ①住宅・事業所：補助や低利融資により設置を支援するとともに、防災拠点となる公共施設に率先的に導入する。 

・平成２４年度から、中小企業者を対象とした再生可能エネルギーの発電施設の設置に対する融資制度を創設 

     ②メガソーラー：県有地・民有地５８箇所の事業候補地を公表（県が土地所有者と発電事業者との仲介役となる） 

うち県有地５箇所、市有地４箇所、民有地９箇所で事業化決定 ９箇所で事業化協議中。 



 

     ③屋根貸し事業：第１次募集～第３次募集の結果、県有の４４施設１６４棟で事業候補者決定 

 

Ｂ 小水力 

     ①総合特区制度の活用 

・市町や土地改良区、金融機関等と連携し、農業水路への設置を促進していく。 

  ※「栃木発再生可能エネルギービジネスモデル創造特区」が総合特別区域として内閣総理大臣指定（平成２３年１２月） 

     ②スマートビレッジの推進 

      ・農山村地域に存在する小水力など再生可能エネルギーの積極的活用を産学官で研究していく。 

     ③河川活用発電サポート事業 

      ・廃止発電所や国の調査地点等から有望地点（約４０箇所）を調査・公表し、民間による水力発電の事業化を支援する。 

     ④県有施設ダムＥＳＣＯ事業 

      ・ダムの維持管理水を活用した発電などによるＥＳＣＯ事業を実施（全国初） 

 

     Ｃ バイオマス 

①未利用間伐材（製材残材・林地残材）の有効活用 

・未利用間伐材の安定供給体制を構築し、有効活用を推進していく。 

      ・木質ペレットストーブや木質ペレットボイラーの導入を促進していく。 

     ②下水汚泥バイオガス発電の導入 

      ・下水道処理施設で発生する消化ガスを有効活用したバイオガス発電の導入を推進していく。 

 

   Ｄ 温泉熱 

     ①市町や温泉熱利用事業者との連携した普及活動 

      ・温泉施設設置者等で構成される地域協議会の運営を支援するなどして、温泉熱利用の促進を図る。 

     ②バイナリー発電に係る基礎調査 

      ・バイナリー発電について、平成２４年度に実施した導入可能性調査の結果を踏まえ、有望地点を中心に民間事業者の参入を促すなど事業化促

進を図る。 

 

 

・本県には、県と市町村において防災拠点と位置づけている施設が、全体で１，７３９施設あり、その内訳は、庁舎８９施設、文教施設９５６施設、県民

会館・公民館等１６７施設、体育館８０施設、診療施設２２施設などである。これまでも、これらの施設に再生可能エネルギー等の導入を進めてきたと

ころであるが、現状では、これらの施設における再生可能エネルギーの導入は、１２２施設に過ぎない。 

・また、この他、昨年配分を受けた平成２４年度グリーンニューディール基金（１０億円）では、４５施設への再生可能エネルギー導入を予定している。 

・東日本大震災における被災時には、防災拠点等の自家発電施設が脆弱で支援活動に支障が生じたこともあり、防災拠点等への再生可能エネルギーと蓄電

池の整備を優先的に行い、「災害に強く、低炭素な地域づくり」を目指し、本基金事業の活用を図っていく。 

  

 



 

 ・なお、本県の温室効果ガス総排出量の推移は以下のとおりである。 

 

※本県の温室効果ガス排出量の削減目標（平成２５年度中に見直す予定） 

  ■栃木県地球温暖化対策地域推進計画（2006～2010 年度）・・・2010 年度の排出量を 1990 年度比▲0.5％ 

  ■栃木県地球温暖化対策実行計画（2011～2015 年度）  ・・・2015 年度の排出量を 1990 年度比▲15％ 

 

○課題 

  ・利用可能な地域資源が豊富にあるものの、十分に活用されておらず、電力自給率は低い状況にある。 

・震災からの復興のため、「災害に強く、低炭素な地域づくり」が求められているが、本県の防災拠点における再生可能エネルギーの普及率は未だ低い

状況にある。 

 

〇成果目標・成果指標 

  本県では、平成２７年度までの成果指標として下記の３項目を設定する。 

① 防災拠点に導入した再生可能エネルギー等による発電量 

   （目標） ９４０，９８２ｋＷｈ 

② 防災拠点に導入した再生可能エネルギーによる二酸化炭素削減量 

   （目標） ６５７．１ｔ－ＣＯ2 

③ 防災拠点における再生可能エネルギー等の普及率 

   （現状） １２２施設：７．０％  → （目標）１９９施設：１１．４％〔Ｈ２４ＧＮＤ：４１施設導入＋Ｈ２５ＧＮＤ：３６施設導入〕  

 

○基金事業計画 

・目的・概要 

   本事業では、防災拠点等において、災害時に商用電源が遮断された場合でも、各施設で最低限必要な電力を自力で賄うため、豊富な地域資源（太陽光、

水力、バイオマス、温泉熱等）を活用した再生可能エネルギー及び蓄電池の導入を推進することを目的とする。 
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   本基金の活用にあたっては、県地球温暖化対策実行計画（以下、「県実行計画」という。）に位置づけた取組「災害時の防災拠点となる施設（学校や公

共施設等）への率先導入」の具現化を図るべく、県及び市町の防災計画に防災拠点として位置づけられた施設を優先して整備し、防災拠点等における再

生可能エネルギーの普及率を高め、災害に強い自立・分散型エネルギーの導入を図る。 

   なお、防災拠点等における再生可能エネルギーの選定に当たっては、防災拠点等の立地条件や設置に要する期間、地域の資源等を考慮するものとする。 

本県は、先に述べたとおり、太陽光、小水力、バイオマス、温泉熱の４つの再生可能エネルギーの導入を推進しているが、庁舎や避難所となる学校や

公民館等は、主に住宅地にあり、その立地状況や敷地の制約等から小水力やバイオマス、温泉熱による発電施設の設置は困難であることや、防災拠点に

は、早期に発電設備等が設置されることが望ましいことから、設置が短期間で可能な太陽光による発電設備の整備を中心に進める。 

併せて、小水力・バイオマス等の活用の可能性がある施設については、これらの再生可能エネルギーを活用した整備を引き続き検討の上、整備を行う。 

 

・事業執行の方針    

当該基金の事業期間は平成２７年度までの３年間であり、平成２４年度グリーンニューディール基金事業についても、災害対応のための整備であるこ

とから、本県は平成２４年度から平成２７年度までの４年間での整備を基本としている。 

   また、当該基金事業は、県実行計画等の推進と合わせて進めていく必要があるため、県実行計画等の最終年度でもある平成２７年度までに、可能な限

り計画的かつ早期の事業執行を図ることとする。 

 

・市町との調整状況、資金の配分計画 

  市町が実施主体となって整備する公共施設については、平成２５年６月に事業実施要望調査を実施した。 

調査に当たっては、「災害に強く、低炭素な地域づくり」の観点から、防災拠点、特に災害時に災害対策本部となる市町の庁舎やライフライン（上下

水道、清掃工場等）、避難所（学校、公民館）等であって、自家発電設備のない施設を優先することとした。 

県と市町への資金の配分に当たっては、広域的拠点としての県、地域における拠点としての市町のバランスに配慮するとともに、各市町への配分に当

たっては、再生可能エネルギーの取組状況、特徴的な事業や太陽光以外の再生可能エネルギー活用事業への重点配分を考慮したものである。 

 

・事業の選定方法、監理体制 

本県では、東日本大震災を踏まえ、地域資源を活用した再生可能エネルギーの利活用を促進するための体制として、平成２３年６月に庁内の検討組織

を設置したほか、７月には学識経験者やエネルギー事業者等で構成する「とちぎ再生可能エネルギー有識者会議」を設置している。 

当該事業の執行にあたっては、当該有識者会議を活用し、効率性、透明性、優先度の観点から適切な評価を実施するものとする。 

 

・各事業メニューの概要 

①地域資源活用詳細調査事業 

本県では、当該基金事業の推進に当たり、「とちぎ再生可能エネルギー有識者会議」による評価を実施するものとするが、当該事業に係る経費につい

ては、本県の一般財源により対応予定である。 

②公共施設再生可能エネルギー等導入事業 

  ・本事業メニューでは、県及び市町の防災拠点となる公共施設について、重点的に再生可能エネルギーの導入を推進する。 

  【全体計画】  

    全体整備施設数 ４０施設、再生エネルギー導入量 ４３７ｋＷ、蓄電容量 ４２０ｋＷｈ 

  【県事業】 

・栃木県地域防災計画に防災拠点として位置づけられた施設の整備を優先する。 

・選定にあたっては、災害時に県災害対策本部の現地対策本部となり、被害状況の把握にあたる地方庁舎（県出先機関）や広域災害対策活動拠点で



ある大規模公園等について、主に太陽光発電設備と蓄電池の整備を行っていく方針である。 

・県有施設においては、自家発電設備の整備を推進しているものの、今のところ自家発電の容量が尐ない施設が多いのが現状である。 

・具体的には、地方単独庁舎３施設のほか、災害時の物資搬送の拠点となる大規模公園１施設、バリアフリー完備で障害者の避難拠点となり得る体

育館１施設、隣接中学校と一体的な避難所機能を担う県立学校１施設の計６施設について、その立地条件や必要量を見極めながら再生可能エネル

ギーの設置を進めていく。 

  【市町事業】 

    ・各市町の地域防災計画に防災拠点として位置づけられた施設の整備を優先して行うこととする。 

  ・先に記載したとおり、事業実施要望調査を実施し、特に災害時に災害対策本部となる市町の庁舎やライフライン（上下水道、清掃工場等）、避難

所（学校、公民館）等であって、自家発電設備のない施設を優先して、再生可能エネルギーを導入することとした。 

  ・災害時に最低限必要な電力量を確保することを基本に、できるだけ多くの施設を整備するとともに、再生可能エネルギーが既に導入されている施

設についての蓄電池の導入を優先的に行う。 

・全体として、庁舎や避難所となる公民館や体育館、学校を中心とした３４施設に、太陽光発電及び蓄電池、小水力発電、温泉熱利用機器（ヒート

ポンプ）、ソーラー付きＬＥＤ街路灯を導入する計画である。 

    庁舎：２施設、公民館・体育館：１０施設、学校：１１施設、消防：３施設、上水道：１施設、道の駅：４施設、公園：２施設、温泉：１施設  

    ・また、平成２４年度グリーンニューディール基金事業により、「道の駅」に太陽光発電を設置し災害時の拠点としたことで、県内の「道の駅」を

災害時の拠点とする動きが広がっており、今回の基金事業では、４市町の「道の駅」に太陽光発電と蓄電池を整備し、「道の駅」の連携による災

害対応の強化を図る。         

・なお、小水力発電・バイオマス発電等の導入可能性が見込める施設については、今後実施に向けて検討を進め、具体化を図る。 

 

③民間施設再生可能エネルギー等導入推進事業 

    本事業メニューについては、民間施設の中でも、医療施設等であって、県や市町の地域防災計画において防災拠点として位置づけられているものにつ

いて重点的・優先的に補助対象としていくこととする。 

   具体的な整備施設については、県地域防災計画に規定する災害拠点病院、市町の医療活動拠点である病院の中から１箇所を想定している。 

  （補助対象事業者）  医療施設を運営する医療法人等 

  （補助対象内容）   地域資源（太陽光、水力、バイオマス、温泉熱等）を活用した再生可能エネルギー及び蓄電池の導入 

（事業費上限額）   １事業者あたりの事業費上限４２，０００～６０，０００千円を想定 

（補助率）      事業費の１／２（特定被災地方公共団体）もしくは１／３（その他） 

  （補助対象数）    ３年間で１件 

 

 

〇実施体制 

  次ページの図のとおり。 

 

○市町への監督体制について 

  市町への補助金交付要領には交付決定後の状況報告について定め、工事施工期間中の執行状況について確認を行うとともに、事業完了時には現地調査を

行い発電設備等が適切に設置されていることを確認する。 

 

 



 

  

 

○評価委員会について 

  本県では、地域資源を活用した再生可能エネルギーの利活用を推進するため、平成２３年７月に学識経験者やエネルギー事業者等で構成する「とちぎ再

生可能エネルギー有識者会議」を設置しており、当該基金事業の評価に当たっても、当該有識者会議を活用する。 

  設置期間：平成２３年７月から設置済 

  所管事項及び検討事項：事業成果の評価 

  開催時期：各年度の事業実施計画策定時期等に合わせ開催予定 

  委員構成：委員６名で構成 



〇実施体制 
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計画の成果目標 

 

〇成果指標及び設定の考え方 

本県の成果指標は下表に記載のとおりである。 

 再生エネルギーを地域に分散させるとの考えから、施設数を増やすとともに、温室効果ガス総排出量の抑制に繋げる。 

 

〇目標達成に向けたロードマップ 

 市町村に対し実施した要望調査や庁内調整を踏まえ、各施設に導入する規模や、導入スケジュールの優先順位を精査していく。 

 事業年度については各市町等の要望を尊重するが、できるだけ前半に集中して実施する計画である。 

 

〇事業実施後の評価の方法 

各年度における各指標の達成率を測定し、「とちぎ再生可能エネルギー有識者会議」に報告を行うとともに、内部による評価を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 H25 

H26 H27 

合計 
（参考） 

H28 
前年度設置

に係る分 

当該年度設

置に係る分 
合計 

前年度以前

設置に係る

分 

当該年度設

置に係る分 
合計 

導入した再生可能エネルギ

ー等による発電量 （ｋWｈ） 
  ４，６０３   ５５，２３５ １９１，８５５ ２４７，０９０ ６３０，７９９   ５８，４９０ ６８９，２８９ ９４０，９８２ ８０６，２６９ 

防災拠点における再生可能

エネルギーの普及率 （％） 
    ８．８     １０．２     １１．４ １１．４  

二酸化炭素削減効果 （ｔ－

CO2) 
    ２．１     ２５．６    １４４．２ １６９．８    ４５８．１     ２７．１ ４８５．２ ６５７．１ ５３９．５     

 



（事業計画の概要）

　（１）再生可能エネルギー等設備の市場価格（地域特性を考慮）の推移を把握する方法（価格根拠の収集・分析）

○市場価格の把握にあたっては、県内の設備業者（５社程度）から、県内の工事実績を踏まえた標準的な単価（工事費込み）の見積書を徴取する。

○徴取した見積書の結果により、最低見積額をその時点における県内の適正な市場価格と認定し、それを基本とした市町・民間への補助基準額を設定する。
○なお、適正な市場価格として認定する際には、本県のグリーンニューディール基金事業における実績、各種団体（新エネルギー導入促進協議会など）の調査結果とも整合性が取れていることを併せて検証する。

○導入費用の妥当性を確認するため、また、県としての市場価格を踏まえた妥当性のある導入単価（補助単価）を設定するため、設備業者から定期的に見積書を徴取する。（年１～２回程度を基本とする）

　（２）再生可能エネルギー等設備の導入容量の考え方（災害時に必要な電力量、避難想定人数、導入設備の出力能力等）

○導入容量は、各導入施設の個別状況（施設規模・災害時の必要電力量・地理的状況・近隣施設における再生可能エネルギーの整備状況など）を勘案し決定するが、以下のとおり標準的な設備規模を設定する。

価格根拠、導入容量の考え方

再生可能エネルギー等導入推進基金事業計画書（全体計画書）

計画の名称 栃木県地域環境保全基金事業計画

■ 見積条件 

  ① 太陽光発電及び蓄電池の設備容量は、１０ｋＷ（１０ｋＷｈ）から２０ｋＷ（２０ｋＷｈ）の規模とする。 

  ② ソーラー付きＬＥＤ街路灯については、２０Ｗ程度を標準とする。 

  ③ 見積書の金額については、いずれも発電量等の単位あたりの価格とする。 

     （太陽光発電：１ｋＷあたり、蓄電池：１ｋＷｈあたり、ソーラー付きＬＥＤ街路灯：１基あたり） 

■ 平成２５年度における補助基準額（平成２５年４月に徴取した見積結果に基づき設定） 

  ① 一般的な太陽光発電と蓄電池を整備する場合は、下記の額を補助基準（補助上限）額とする。 ※実績がこれを下回った場合は実績額 

     ア 太陽光発電（標準工事を含む）・････１ｋＷあたり８００千円 

     イ 蓄電池（標準工事を含む）・･･･・・・・･１ｋＷｈあたり６００千円 

     ウ 追加工事（標準工事費を上回る特段の事情がある場合）・・・・・所要額 

  ② ソーラー付きＬＥＤ街路灯・・・・・１基あたり１，０００千円 

  ③ その他の再生可能エネルギー発電施設・・・・・所要額 

  ④ その他・・・・・補助基準（補助上限）額については、設備価格の動向等を踏まえ、毎年度見直すことを基本とする。 

■ 見積書の徴取を続けることにより、県内における適正な市場価格の推移を常時把握できる体制を取る。 

■ また、補助基準（補助上限）額についても、見積結果による設備価格の動向等を踏まえ、毎年度見直すことを基本とする。   

■ 補助基準額設定の意義 

  ① 適正な市場価格から乖離した事業費での事業実施（設備導入）を防止する。  

  ② 事業実施主体間での事業費の格差を極力小さくし、実施主体間での公平性を期する。 

  ③ 適正な事業費での執行に繋げることにより、限りある配分額で、より多くの箇所への設備導入（費用対効果を重視した事業実施）を可能とする。 

■ 標準設備容量 

  ① 県の防災拠点    ： 太陽光発電１０～２０ｋＷ＋蓄電池１０～２０ｋＷｈ 

                 ※【照明４０Ｗ×１０～３０本（施設規模等に応じた施設数）、テレビ１台、パソコン２～４台、プリンタ１台】の８時間使用を想定 

  ② 市町の防災拠点 ：  （庁舎）太陽光発電１５ｋＷ＋蓄電池１５ｋＷｈ  （避難所等）太陽光発電１０ｋＷ＋蓄電池１０ｋＷｈ 

                 ※【照明、テレビ、パソコン、プリンタ、電話機、ＦＡＸ、コピー機、携帯電話充電などの必要最低台数】の８時間使用を想定 

  ③ 民間の防災拠点 ：  （病院）太陽光発電３０ｋＷ＋蓄電池３０ｋＷｈ 


